
議案第３１号 

 

三田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 

三田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定

める。 

 

令和２年２月１８日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

三田市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年三田市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「、連帯保証人と連署した請書（連帯保証人と連署できない特

別の事業のある規則で定める者にあっては、請書）を提出し、」を削る。 

第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

 第４０条第３項中「年５分」を「法定利率」に改める。 

 別表第１木造住宅の項を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市営住宅の設置及び管理に関する条例（以下「新

条例」という。）第４０条第３項の規定は、この条例の施行の日以後の明渡しの請

求に係る利息について適用し、同日前の明渡しの請求に係る利息については、な

お従前の例による。 

 （小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例（昭和５０年三田市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「第１１条（第３項を除く。）から第１４条まで」を「第１１条

（第３項を除く。）、第１３条、第１４条」に改める。 

 (小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 

４ 前項による改正後の小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第９条の規定

により準用する新条例第４０条第３項の規定は、この条例の施行の日以後の明渡

しの請求に係る利息について適用し、同日前の明渡しの請求に係る利息について

は、なお従前の例による。 

 


